「田んぼの学校」校則
①　本校は「先生」の指導のもとで、「田植」から「稲刈り」までの一連の稲作作業や自然と親しむことができる各種イベント等を体験することを目的とします。

②　期間は『「田植え」から「収穫祭」まで』とします。

③　授業料は、１組（家族又は個人）あたり２０，０００円※１とします。

※１授業料の内訳　教材費￥１５，０００･･･地代、苗代、肥料代、道具代、保険料等が含まれます。

指導料￥　５．０００　･･･先生へのお礼です。
④　中途退学の場合、残存期間に応じて指導料の８０％を上限に返還します。

⑤　欠席する場合は、前日までに「先生」に連絡してください。なお、欠席した場合でも授業料は返還いたしません。

⑥　天災等やむをえない事情により「先生」が実施不可能と判断した場合には残存期間に応じた指導料をお返しいたしますが、希望者は米３０kgを受け取ることも選択できます。

⑦　収穫されたお米は、みなさんで分けていただきます。

（ただし３０㎏を上限とします。）

⑧　体験中の事故等については保険※２の範囲内での対応とさせていただきます。十分ご注意ください。※２入学時に加入します。なお、保険料は授業料に含まれます。
⑨　『「先生」の指導に従わない』などの著しい非行があった場合は、学校は「退学」を命じることができます。その場合、授業料は返還しません。

⑩　食事は基本的に各自でご用意ください。

⑪　必要な道具はご用意いたします。

⑫　現地までは各自の交通手段でお願いいたします。但し、松之郷校のみＪＲ東金駅まで送迎いたしますので、希望される方は事前にご連絡願います。

⑬　作業に適した服装でおいでください。




















































































